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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年９月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年２月１３日 １１時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県伊方
い か た

町女子
め っ こ

鼻東方沖 

 女子鼻灯台から真方位０９０°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２７.２′ 東経１３２°１９.２′） 

事故の概要  漁船第一栄
さかえ

丸は、揚網作業中、船長がローラに巻き込まれて死亡し

た。 

事故調査の経過  令和２年４月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第一栄丸、４.９トン 

   ＥＨ３－５３２８８（漁船登録番号）、個人所有 

１０.８５ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５８年１２月２０日 

Ｂ 漁船 第二栄丸、４.８４トン 

   ＥＨ３－５２１９１（漁船登録番号）、個人所有 

９.５０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５３年２月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１０月７日 

免許証交付日 平成３０年１１月２０日 

           （令和６年１０月６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１１月４日   

免許証交付日 平成３０年１１月２０日 

           （令和６年１１月３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ、潮汐 下げ潮の初期 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、しらす２そうびき網漁の目的

で、船長Ｂが１人で乗り組んだＢ船と共に、令和２年２月１３日０６

時３０分ごろ伊方町豊之浦漁港を出航した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、Ａ船及びＢ船の後部甲板にそれぞれ設置され

た鋼製ワイヤー（以下「本件ワイヤー」という。）先端のフックを、

ひき綱の一部に設けた連なる２つの輪っか（以下、網側のものを「網

側輪っか」、船側のものを「船側輪っか」という。）のうちの網側輪っ

かに引っ掛け、Ａ船が左側を、Ｂ船が右側を航行して女子鼻から同町

室ノ鼻にかけての陸岸近くでえい
．．

網を行い、１１時００分ごろ女子鼻

東方沖を南進後、揚網作業を開始することとした。 

Ｂ船は、Ａ船の西方約３０ｍで、船長Ｂが、後部甲板左舷側に設置

されたローラのスイッチレバー付近に立ち、Ａ船の後部甲板右舷側に

設置された同レバー付近に立った船長Ａに手を上げて合図を行った

後、同レバーをＯＮとしてひき綱の巻き上げを開始した。 

船長Ｂは、１１時１０分ごろ一旦ローラのスイッチレバーをＯＦＦ

とし、網側輪っかに引っ掛けた本件ワイヤーを取り外した後、再度同

レバーをＯＮとする合図をしようとＡ船を見たところ、ローラは回転

しているものの船長Ａの姿が見えなかったので何かあったかと思い、

Ｂ船を操船してＡ船に近づいたところ、回転が止まったローラにひき

綱と共に巻き込まれている船長Ａを認めた。 

船長Ｂは、船長Ａの状態を見て既に死亡していることが分かり、Ａ

船に移乗してローラのスイッチレバーをＯＦＦとし、Ｂ船をＡ船に横

付けして固定した後、付近で操業中の僚船に無線で連絡し、消防署、

警察署及び海上保安庁への通報を依頼するとともに、巻き付いたひき

綱を切断して船長Ａを甲板上に下ろした。 

船長Ｂは、来援した友人の船と共にＡ船をえい
．．

航して豊之浦漁港に

帰航した。 

船長Ａは、警察車両で病院に搬送されて医師により死亡が確認さ

れ、死因は脳挫滅と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 揚網作業に関する情報 

Ａ船及びＢ船の揚網作業は、主機を微速力前進運転として互い

の船間距離を狭めながら、Ａ船及びＢ船が共に自船のローラでひ

き綱を巻き上げた後、切り離したＢ船の網をＡ船のローラで巻き

上げるもので、Ａ船におけるふだんのひき綱の巻き上げ手順は次

のとおりであった。 

① 巻き上げを開始する時点では、本件ワイヤーは張った状態

で、船側輪っかとローラの間のひき綱は緩んだ状態で甲板上に

置かれている。（図１参照） 
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  船長Ａは、船長Ｂと合図を行った後、ローラを回転させてひ

き綱の巻き上げを開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ひき綱巻き上げ前の後部甲板の状況 

 

② 船長Ａは、ひき綱が張った状態となって本件ワイヤーが緩ん

だ段階で、一旦ローラを停止させ、網側輪っかから本件ワイヤ

ーのフックを取り外し、ローラの船首側に本件ワイヤーを落と

す。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件ワイヤーの取り外し時の状況 

 

③ 船長Ａは、再度船長Ｂと合図を行った後、ローラを回転さ

せ、ひき綱の巻き上げを再開する。 

(2) Ａ船に関する情報 

Ａ船は、船長ＢがＡ船に移乗した際、ローラのスイッチレバー

がＯＮ、主機スロットルレバーが前進運転、同クラッチレバーが

微速力の状態で、本件ワイヤーは網側輪っかから取り外され、ロ

ーラの船首側に落ちていた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

ローラのスイッチレバー 

（船首側に倒すとＯＮ） 

網側輪っか 
（外周約２ｍ） 

船側輪っか 
（外周約２ｍ） 

本件ワイヤー フック 
ローラ 

ひき綱 

船長Ａ 

操舵装置 

① 

② 

船長Ａ 
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写真３ 後部甲板及び各レバーの状況 

 

(3) 船長Ａに関する情報 

① 船長Ａは、２５年以上の２そうびき網漁の経験を有してい

た。 

  ② 船長Ａは、船長Ｂにより身体をローラから外された際、左足

が船側輪っかの中に入り込んでおり、巻き込まれたひき綱の長

さは約４５ｍであった。 

  ③ 船長Ａの服装は、救命胴衣、ジャンパー、作業着及び長靴で

あった。 

(4) その他の情報 

船長Ｂは、ふだんから、船長Ａとローラへ巻き込まれる危険性

について話していた。 

船長Ｂは、船長Ａが、慣れと油断からローラを回転させたま

ま、本件ワイヤーを取り外そうとひき綱に近づいた際、左足が船

側輪っかの中に入り込んで絡まり、身体を打ち付けながらローラ

に巻き込まれたのではないかと本事故後に思ったが、本件ワイヤ

ーが張った状態では本件ワイヤーのフックを網側輪っかから取り

外すことはできず、また、ひき綱が張った状態では、船側輪っか

の中に足が入り込むことはないので、船側輪っかの中に左足が入

り込んだ経緯については分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

船長Ａの死因は、脳挫滅であった。 

Ａ船は、女子鼻東方沖において揚網作業中、船長Ａが、船側輪っか

の中に左足が入り込んで絡まったことから、身体を打ち付けながらひ

き綱と共にローラに巻き込まれて死亡したものと考えられる。 

船長Ａは、本件ワイヤーのフックを外す目的で、ローラを回転させ

主機クラッチレバー 

主機スロットル 
レバー ローラのスイッチ 

レバー 

本件ワイヤー 

船尾方 
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たままひき綱に近づいた際、船側輪っかの中に左足が入り込んだ可能

性があると考えられるが、目撃者がおらず、その状況を明らかにする

ことはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が、女子鼻東方沖において揚網作業中、船長Ａが、

船側輪っかの中に左足が入り込んで絡まったため、身体を打ち付けな

がらひき綱と共にローラに巻き込まれたことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・揚網作業中、巻き上げられている網等に近づく場合は、ローラの

回転を停止すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

女子鼻灯台 

事故発生場所 

（令和２年２月１３日 

１１時１０分ごろ発生） 

愛媛県 

× 

愛媛県伊方町 

室ノ鼻 

大分県 

豊之浦漁港 

黒島 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


